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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この達は、事務官等の任免、昇格、経歴管理調査、入校、昇給、休職

及び復職等人事業務に関し必要な事項を定め、もって適正な業務の処理に資

することを目的とする。 

（用語の意義） 



第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 級別定数 陸上自衛隊の編制に関する訓令（昭和４４年陸上自衛隊訓令

第１１号）において、事務官等をもって充てるべき職務の級ごとの定数及

び必要に応じ別に示す事務官等をもって充てるべき職務の級ごとの定数を

いう。 

(2) 部隊等 級別定数を保有する部隊等をいう。 

(3) 任免権者 事務官等の任免について権限を有する者をいう。 

(4) 昇任等 事務官等の昇任、降任、転任、転官及び併任をいう。 

(5) 昇給権者 事務官等の昇給について権限を有する者をいう。 

(6) 採用選考実施担当官 任免権者並びに任免権者から選考及び採用に関す

る業務を委任された部隊等の長をいう。 

(7) 調達等関係職員 調達等関係業務（調達要求（仕様書の作成を含む。）、

業者登録、原価計算、原価監査及び予定価格の決定、契約相手方の審査及

び選定並びに契約の締結、監督及び検査、代金の支払、保全管理、共済組

合の契約関係業務をいう。）に従事する事務官等をいう。 

（職務の級の決定） 

第３条 事務官等の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行うものとする。 

（配置） 

第４条 削除 

第２章 任用等 

第１節 採用等 

（選考による採用） 

第５条 事務官等の選考による採用は、事務官等の採用の方法及び手続に関す

る訓令（平成２４年防衛省訓令第５号）第５条に基づき行うものとする。 

２ 前項に定める選考による採用を行う場合は、任免権者（任免権者が陸上幕

僚長である部隊等にあっては当該部隊等の長を含む。）が、あらかじめ事務

官等の選考による採用計画申請書（別紙第１）により原則として各期開始３

０日前までに、順序を経て陸上幕僚長に申請し、その承認を得るものとする。 

（採用選考実施担当官の指定） 

第６条 任免権者は、採用選考実施担当官の指定に当たっては、部隊等の長を

充てるものとする。 

（選考の方法） 

第７条 事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令第５条（第２項第３号及

び第３項第３号を除く。）に掲げる官職への選考の方法は、筆記試験、口述試

験及び身体検査とし、必要に応じ経歴評定又は実地試験によるものとする。

ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）

第２条第１号に規定する障害者を採用するための選考の方法は、別に定める。 

２ 前項本文に定める筆記試験は、教養科目及び専門科目の２種目とし、採用

選考実施担当官が職種に応じて、次の基準により種目を選定し、問題を作成

して実施するものとする。ただし、採用を予定する官職の職務の特殊性等か



ら、これにより難い場合については、任免権者は当該基準にかかわらず、種

目の指定をすることができる。 

(1) 事務職種については教養科目 

(2) 技術職種については教養科目及び専門科目 

(3) 技能職種については専門科目 

(4) 労務職種については教養科目 

３ 経歴評定は、技術経歴書により主として技術職種要員の知識及び経験の度

合を判定する。 

４ 実地試験は、主として技能職種要員について、その熟練の度合を判定する。 

（採用日） 

第８条 事務官等の採用日は、原則として各月の１日とする。 

（募集の告知） 

第９条 選考により事務官等を採用しようとするときは、あらかじめ募集の告

知をしなければならない。 

２ 募集の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 選考採用試験の対象となる職種の内容、採用人員及び初任給 

(2) 応募資格 

(3) 選考採用試験の方法 

(4) 選考採用試験の実施時期及び場所 

(5) 提出書類等 第１１条第２項に規定する書類の提出期限及び提出場所

(6) 採用予定日 

(7) その他必要な事項 

３ 募集の告知は、採用選考実施担当官が行うものとする。 

（応募資格） 

第１０条 応募資格は、日本国籍を有し、次の各号のいずれにも該当する者と 

する。 

(1) 採用日の属する年度の３月３１日までに、自衛隊法(昭和２９年法律第１

６５号。以下「隊法」という。)第４４条の６第２項に規定する定年年齢に

達しない者 

(2) 隊法第３８条第１項の規定に該当しない者 

(3) 法令等により定められた免許等を必要とする職種にあっては、当該免許

等を有している者 

（応募の受付） 

第１１条 応募の受付は、採用選考実施担当官が行うものとする。 

２ 採用選考実施担当官は、応募を受け付けたときは、応募者から次に定める

書類の提出を受けるものとする。 

(1) 事務官等応募票（別紙第２） ２部 

(2) 免許等を必要とする応募者については、当該免許証等の写し １部 

(3) その他採用選考実施担当官が必要と認める書類 

３ 採用選考実施担当官は、応募を受け付けたときは当該応募者に対して選考

採用試験通知書（別紙第３）を交付するものとする。 

（採用予定者の上申） 



第１２条 採用選考実施担当官は、選考を終了したときは選考結果一覧表（別

紙第４）を作成し、選考関係書類とともに採用希望日の２０日前までに任免

権者に上申するものとする。 

（採用予定者の決定） 

第１３条 任免権者は、前条の上申に基づきその内容を検討するとともに所要

の審査を行い、それらの結果を総合判定して、選考採用候補者名簿（別紙第

５）を作成し、その中から採用予定者を決定するものとする。 

（採用通知及び選考結果通知） 

第１４条 任免権者は、採用予定者に対して採用日の１０日前までに採用通知

書（別紙第６）を不採用者に対しては選考結果通知書（別紙第７）を送付す

るものとする。 

（任期付採用及び臨時的任用） 

第１４条の２ 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１０９

号）（以下この項において「育児休業法」という。）第２７条第１項におい

て準用する同法第７条第１項第１号又は国家公務員の配偶者同行休業に関す

る法律（平成２５年法律第７８号）（以下この項において「配偶者同行休業

法」という。）第１１条において準用する同法第７条第１項第１号に規定す

る任期を定めた採用（以下「任期付採用」という。）及び育児休業法第２７

条第１項において準用する同法第７条第１項第２号、配偶者同行休業法第１

１条において準用する同法第７条第１項第２号又は隊員の任免等の人事管理

の一般的基準に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６６号）第１１条に規

定する臨時的任用を行う場合は、任免権者（任免権者が陸上幕僚長である部

隊等にあっては当該部隊等の長を含む。）が、あらかじめ事務官等の任期付

採用（臨時的任用）承認申請書（別紙第８）により、順序を経て陸上幕僚長

に申請し、その承認を得るものとする。 

２ 前項に定める任期付採用及び臨時的任用の選考方法は、原則として第５条

に規定する選考による採用に準じて行うほか、別に示すところによる。 

第２節 昇格 

（昇格の基準） 

第１５条 昇格の基準は、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和２

７年政令第３６８号。以下「給与令」という。）第６条の２第２項の規定に

より、その例によることとされている人事院規則９―８（初任給、昇格、昇

給等の基準。以下「人事院規則」という。）第２０条に規定する資格を有し

ている者のほか、別に示すところによる。 

（昇格の期日） 

第１６条 昇格の期日は、毎年度４月１日及び１０月１日とする。 

（昇格の上申） 

第１７条 部隊等の長は、所属する事務官等を昇格させる必要があると認める

場合は、事務官等昇格上申書（別紙第９）により順序を経て任免権者に上申

するものとする。 

２ 前項の昇格の上申は、当該年度分を当該年度の５月２０日までに行うもの

とし、１０月１日分については８月１０日までに行うものとする。 



３ 級別定数の流用を前提とする場合は、級別定数運用調書（別紙第１１）を

添付するものとする。 

（特別の場合の昇格の上申・申請） 

第１８条 部隊等の長は、所属する事務官等を特別の場合の昇格（人事院規則

第２２条に規定する昇格をいう。）をさせる必要があると認める場合は、特

別の場合の昇格上申（申請）書（別紙第１２）に勤務記録表の写し（任免権

者が当該事務官等の勤務記録表の保管者である場合を除く。）その他審査に

必要と認める資料を添付し、順序を経て陸上幕僚長に上申又は申請するもの

とする。 

第１９条から第２１条まで 削除 

第３節 昇任等 

（昇任等の管理の一般要領） 

第２２条 事務官等の昇任等は、適材適所及び人材育成を主眼とし、職務執行

の公正確保に努め、併せて勤務意欲の向上を図ることを目的とし、別に示す

ところにより計画的に行うものとする。 

（昇任等の期日） 

第２３条 事務官等の昇任等の期日は、原則として４月１日とする。 

（昇任等の上申） 

第２４条 部隊等の長は、所属する事務官等を昇任等させる必要があると認め

る場合は、事務官等昇任等上申書（別紙第１４）により順序を経て任免権者

に上申するものとする。 

２ 前項の昇任等の上申は、翌年度分を１１月１５日までに行うものとし、じ

後所要の追加又は修正を必要とする場合は、翌年度５月１０日までに行うも

のとする。 

（異動完了日） 

第２５条 異動完了日は、次の各号によるものとする。 

(1) 異なる方面区間及び同一方面区内における異動のための所要日数の基準

は、異動のための所要日数基準表（別紙第１５）のとおりとする。 

(2) 異動を命ぜられた者は、特に日時を指定された場合のほか、異動完了日

の勤務終了時刻までに異動先部隊等に到着しなければならない。ただし、異

動完了日が休養日又は休日に当たる場合は、その後の最初の勤務日の勤務開

始時刻までに到着するものとする。 

（調達等関係職員及び損害の賠償に関係する業務に従事する職員の昇任等） 

第２６条 部隊等の長は、調達等関係職員及び損害の賠償に関係する業務に従

事する職員の昇任等を業務に著しく支障のない範囲内で別に示すところによ

り、計画的に行うものとする。 

（調達等関係職員及び損害の賠償に関係する業務に従事する職員の在職状況

等の報告） 

第２７条 部隊等の長は、毎年４月１日現在において、別に示すところにより、

調査表等を作成し、順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。 

（初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動実施基準） 



第２８条 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動は、次の各号のいずれ

かに該当する場合で、かつ、異動させようとする職務の俸給表及び級別定数

に欠員のある場合に行うものとする。 

(1) 級別定数の改定に基づく過員又は欠員の是正 

(2) 給与令第３条に規定する俸給表の適用範囲の区分の変更 

(3) その他陸上幕僚長が特に必要と認める場合 

（初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の上申・申請） 

第２９条 部隊等の長は、初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動をさせ

る必要があると認める場合は、異動日の２０日前までに初任給基準（俸給表

の適用）を異にする異動上申（申請）書（別紙第２０）により順序を経て陸

上幕僚長に２部上申又は申請するものとする。 

第３０条 削除 

第４節 経歴管理調査 

（調査書データの作成及び提出） 

第３１条 部隊等の長は、人事管理の資とするため所属する事務官等に対し、

事務官等経歴管理調査書（別紙第２１）を作成させるものとする。 

２ 事務官等は、毎年９月１日現在において翌年度に係る事務官等経歴管理調

査書を、事務官等経歴管理調査書作成ツールを使用して作成し、その電子デ

ータ（以下「調査書データ」という。）を速やかに所属する部隊等の評価者（陸

上自衛隊人事評価実施の細部に関する達（陸上自衛隊達第２１－３０号（２

８．１０．１）。以下「人事評価実施細部達」という。）別表に規定する係員

又は係員に準ずる官職の評価者をいう。）に提出するものとする。 

３ 評価者は、前項の調査書データに意見を入力し、部隊等の長に提出するも

のとする。 

４ 部隊等の長は、前項の調査書データをとりまとめ、９月３０日までに順序

を経て任免権者に提出するものとする。なお、次の各号に該当する場合は、

その都度調査書データを作成し速やかに提出するものとする。 

(1) 特別な事情により調査書データを９月１日に作成できなかったが作成可

能になったとき 

(2) 陸上自衛隊以外の機関等から転入した者で経歴管理に係る情報が移管さ

れなかったとき 

５ 任免権者は、行政職（一）２級相当以下の事務官等の調査書データについ

て、当該事務官等を任免権者の異なる部隊等に昇任等させる必要があると認

める場合は、当該調査書データを１１月１０日までに順序を経て陸上幕僚長

に提出するものとする。 

（調査書データの保管） 

第３２条 調査書データは、人事評価実施細部達別紙第１に規定する保管区分

に準じて任免権者及び部隊等の長が、当該調査書データ保有後３年間保管す

るものとする。この場合において、任免権者及び部隊等の長は、必要により

保管する調査書データから事務官等経歴管理調査書を作成し、印刷したとき

には、関係諸規則に基づき適切に管理しなければならない。 

２ 任免権者は、事務官等が昇任等した場合には、異動先が陸上自衛隊以外の



機関等であるときを除き、速やかに調査書データを異動先の任免権者に移管

するものとする。 

第５節 入校 

（入校の上申） 

第３３条 部隊等の長は、事務官等を入校させようとする場合は、陸上幕僚長

が別に指示する場合を除き、入校日の２０日前までに入校上申書（別紙第２

２）により、順序を経て任免権者に上申するものとする。 

（入校予定者の通知） 

第３４条 部隊等の長は、入校が発令されたときは入校予定者名簿（別紙第２

３）を当該学校長に入校日の７日前までに通知するものとする。 

（携行書類） 

第３５条 入校するときは、特に指示する場合を除き、次の各号に掲げる書類

を携行するものとする。 

(1) 給与簿（給与支給依頼書を含む。） 

(2) 出勤簿 

(3) 給食依頼票 

(4) 身体歴綴 

(5) 防衛省共済組合員証 

(6) その他必要な書類 

（事務官等管理課程及び事務官等上級管理課程） 

第３６条 事務官等管理課程及び事務官等上級管理課程（陸上自衛隊の教育訓

練実施に関する達（陸上自衛隊達第１１０―１号（４０．３．１８）第１２

条に定めるものをいう。）の入校者の上申については、次の各号によるもの

とする。 

(1) 上申資格 

別に示すところによる。 

(2) 上申基準人員 

ア 有資格者数が２０名未満の場合は、１０名以下の人員とする。 

イ 有資格者数が２０名以上の場合は、５０％以下の人員とする。 

(3) 上申要領 

部隊等の長は、前２号に基づき入校者推薦上申書（別紙第２４）により 

課程開始２か月前までに陸上幕僚長に順序を経て上申するものとする。 

第６節 昇給 

（昇給の上申） 

第３７条 昇給上申者（昇給上申者一覧表（別紙第２５）に示す者をいい、以

下「昇給上申者」という。）は、防衛省の職員の昇給の基準等に関する訓令

（平成２８年防衛省訓令第５８号。以下「昇給基準訓令」という。）に基づ

き、別に示すところにより、順序を経て昇給権者に上申するものとする。 

（昇給上申後の取扱い） 

第３８条 昇給上申者は、昇給上申後、昇給期日までの間において、昇給権者

を異にして事務官等を昇任等させた場合は、速やかに当該事項を異動先の昇

給権者及び昇給上申者に通知するものとする。 



２ 昇給上申者は、昇給上申後、昇給期日の前日までの間において、昇給区分

を変更すべき事由が発生した場合は、直ちに訂正の処置を行うものとする。 

（昇給記録カードの作成及び保管） 

第３９条 昇給上申者は、事務官等の採用、昇給権者を異にする昇格、降格又

は昇任等があった場合は、昇給記録カード（別紙第２７）を作成し、するも

のとする。 

（昇給記録カードの移管及び整備） 

第４０条 事務官等が、昇格、降格又は昇任等に伴い昇給上申者を異にするに

至った場合は、保管中の昇給記録カードを旧昇給上申者が新昇給上申者に移

管するものとする。 

２ 昇給記録カードの保管者は、昇給記録を常に最新の状況に整備しておくも

のとする。 

（優良昇給の基準） 

第４１条 優良昇給の基準は、昇給基準訓令のほか、別に示すところによる。 

（優良昇給の上申） 

第４２条 昇給上申者は、昇給基準訓令第４条により事務官等を優良昇給させ

ることが適当であると認める場合は、別に示すところにより順序を経て昇給

権者に上申するものとする。 

（研修等による昇給） 

第４３条 陸上幕僚長以外の昇給権者は、昇給基準訓令第７条第１項、同条第

２項第１号及び第２号に基づき昇給を実施する場合は、特別な場合の昇給の

上申項目等（別紙第２９）に示す項目により次の各号に掲げる時期までに順

序を経て陸上幕僚長に申請し、承認を得た後発令するものとする。 

(1) 昇給基準訓令第７条第１項の規定に基づく防人給（事）第３６３号（２

８．９．３０）「防衛省の職員の昇給の基準等に関する訓令に規定する防衛

大臣が別に定める事由等について（通達）」第４項に規定する総務省統計研

修所及び財務省会計センターにおける研修を修了し、成績が特に良好な者と

認定された場合の昇給については、当該研修の成績が認定された日に上申又

は申請する。 

(2) 昇給基準訓令第７条第２項第１号の規定に基づく、組織、編成若しくは

定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職す

る場合の昇給については、当該退職日の２０日前までに上申又は申請する。 

(3) 昇給基準訓令第７条第２項第２号の規定に基づく、生命をとして職務を

遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他

特に必要があると認められる場合（あらかじめ防衛大臣の承認を得たもの

に限る。）の昇給については、当該事由発生後速やかに上申又は申請する。 

第３章 分限 

（休職又は復職の上申） 

第４４条 部隊等の長は、所属する事務官等を休職又は復職させる必要がある

と認める場合は、順序を経て任免権者に上申するものとする。 



２ 前項の上申は、当該発令日の１４日前（防衛大臣が任免権者である者につ

いては３０日前）までに休（復）職上申書（別紙第３０）により行うものと

する。 

（退職） 

第４５条 部隊等の長は、所属する事務官等から退職の申し出があった場合、

退職希望日の２０日前までに退職願（別紙第３１）により順序を経て任免権

者に上申するものとする。 

（分限による降任又は分限免職） 

第４６条 部隊等の長は、所属する事務官等が隊員の分限、服務等に関する訓

令（昭和３０年防衛庁訓令第５９号）第６条の規定に該当すると認める場合

は、順序を経て任免権者に上申するものとする。 

２ 前項の上申は、分限免職（降任）上申（申請）書（別紙第３２）により、

速やかに順序を経て行うものとする。 

３ 陸上幕僚長以外の任免権者は、任命権行使の細部要領に関する達（陸上自

衛隊達第２１―７号（３６．３．３１））第２３条の規定により陸上幕僚長

の承認を必要とする場合は、第１項に規定する上申受理後速やかに申請する

ものとする。 

第４章 雑則 

（陸上幕僚監部における人事業務） 

第４７条 陸上幕僚監部に勤務する事務官等については、部長、監察官、法務

官及び警務管理官が部隊等の長に準じて人事業務を行うものとする。 

附 則 

この達は、昭和５３年９月１日から施行する。 

附 則（昭和 56年 12月 18日陸上自衛隊達第 21―13―１号） 

この達は、昭和５７年１月１日から施行する。 

附 則（昭和 57年４月 30日陸上自衛隊達第 122―119 号） 

１ この達は、昭和５７年４月３０日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用

することができる。 

３ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正

して使用することができる。 

附 則（昭和 59年６月 26日陸上自衛隊達第 122―122 号） 

この達は、昭和５９年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年８月 24日陸上自衛隊達第 21―13―２号） 

この達は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和 60年 12月 21日陸上自衛隊達第 21―13―３号） 

１ この達は、昭和６０年１２月２１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に使用している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。 

附 則（昭和 63年４月８日陸上自衛隊達第 122―126 号） 

この達は、昭和６３年４月８日から施行する。 

附 則（平成元年２月 10日陸上自衛隊達第 122―127 号） 



１ この達は、平成元年２月１０日から施行し、同年１月８日から適用する。 

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は、所要の修正を行い使用

することができる。 

附 則（平成２年９月 27日陸上自衛隊達第 122―129 号） 

この達は、平成２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月 25日陸上自衛隊達第 21―13―４号） 

１ この達は、平成３年５月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に使用している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。 

附 則（平成４年４月 23日陸上自衛隊達第 21―13―５号） 

この達は、平成４年５月１日から施行する。 

附 則（平成５年５月 13日陸上自衛隊達第 122―131 号） 

この達は、平成５年７月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月 23日陸上自衛隊達第 21―13―６号） 

１ この達は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に使用している旧規格、旧様式の用紙類は、当分の間、

使用することができる。 

附 則（平成９年５月 13日陸上自衛隊達第 21―13―７号） 

この達は、平成９年８月１日から施行する。 

附 則（平成 10年３月 20日陸上自衛隊達第 122―136 号） 

この達は、平成１０年３月２６日から施行する。 

附 則（平成 11年３月 25日陸上自衛隊達第 122―151 号） 

１ この達は、平成１１年３月２９日から施行する。ただし、第４条について

は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修

正して使用することができる。 

附 則（平成 12年３月 27日陸上自衛隊達第 122―158 号抄） 

１ この達は、平成１２年３月２８日から施行する。ただし（中略）第５条の

改正規定は平成１２年４月１日から施行する。 

３ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修

正して使用することができる。 

附 則（平成 13年３月 27日陸上自衛隊達第 122―167 号） 

１ この達は、平成１３年３月２７日から施行する。ただし、第１条、第２条

及び第３条の警務管理官に係わる改正規定、第２条の選抜等試験の受験機会

を喪失した自衛官の処置に係わる改正規定並びに第２条、第４条、第５条及

び第６条の陸上自衛官（看護）に係わる改正規定は、同年４月１日から施行

する。 

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修

正して使用することができる。 

附 則（平成 14年３月 26日陸上自衛隊達第 122―175 号） 

１ この達は、平成１４年３月２７日から施行する。 



２ この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容

を修正して使用することができる。 

附 則（平成 16年３月 29日陸上自衛隊達第 122―192 号抄） 

１ この達は、平成１６年３月２９日から施行する。ただし、第１条及び第３

条から第７条までの規定は、同年４月１日から施行する。 

３ この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容

を修正して使用することができる。 

附 則（平成 17年３月 28日陸上自衛隊達第 122―197 号） 

１ この達は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。 

附 則（平成 18年３月 27日陸上自衛隊達第 122―206 号） 

この達は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成 18年３月 30日陸上自衛隊達第 122―209 号） 

この達は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成 18年７月 26日陸上自衛隊達第 122―211 号） 

この達は、平成１８年７月 31日から施行する。 

附 則（平成 19年１月９日陸上自衛隊達第 122―215 号） 

この達は、平成１９年１月９日から施行する。 

附 則（平成 19年３月 23日陸上自衛隊達第 122―216 号） 

この達は、平成１９年４月１日から施行する。 

    附 則（平成 20年３月 28日陸上自衛隊達第 122―225 号） 

この達は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20年７月 23日陸上自衛隊達第 122―228 号） 

この達は、平成２０年７月２３日から施行する。 

附 則（平成 21年３月 30日陸上自衛隊達第 122―234 号） 

この達は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 22年３月 23日陸上自衛隊達第 122―242 号） 

この達は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23年４月１日陸上自衛隊達第 32―19号） 

この達は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 24年８月１日陸上自衛隊達第 122―256号） 

 この達は、平成２４年８月１日から施行する。 

附 則（平成 26年２月１日陸上自衛隊達第 21―13―８号） 

 この達は、平成２６年２月２１日から施行する。 

附 則（平成 26年３月 25日陸上自衛隊達第 122―262―2号） 

 この達は、平成２６年３月２６日から施行する。 

附 則（平成 27年３月 31日陸上自衛隊達第第 122―269 号） 

この達は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 23日陸上自衛隊達第第 122―276 号） 

 この達は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年 10月１日陸上自衛隊達第第 122―279 号） 



１ この達は、平成２８年１０月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、別紙第９の表中「一連番号」は平成３０年３月３１日

までの間、「序列」と読み替えて上申するものとする。 

附 則（平成 29年３月 27日陸上自衛隊達第 122―286 号） 

 この達は、平成２９年３月２７日から施行する。 

   附 則（平成 30年３月 27日陸上自衛隊達第 21―13―９号） 

 この達は、平成３０年３月２７日から施行する。 

   附 則（平成 31年２月 25日陸上自衛隊達第 21―13―10 号） 

 この達は、平成３１年２月２７日から施行する。 

   附 則（平成 31年４月 19日陸上自衛隊達第 122―302 号） 

１ この達は、平成３１年５月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用す

ることができる。 

   附 則（令和元年６月 27日陸上自衛隊達第 122―303号） 

１ この達は、令和元年７月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存する本改正前の様式による用紙は、当分の間、

これを修正した上使用することができる。 

   附 則（令和元年９月５日陸上自衛隊達第 21―13―11 号） 

 この達は、令和元年９月１４日から施行する。 

 附 則（令和２年３月２４日達第 122―308号） 

１ この達は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、こ

れを修正した上使用することができる。 

  附 則（令和３年３月１５日達第 122―315号） 

１ この達は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正の前の様式（以下「旧 

様式」という）により使用されている書類は、この通による改正後の様式 

によるものとみなす。 

 ３ この達の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間、 

これを修正の上使用することができる。 

附 則（令和４年３月２９日達第１２２―３１７号） 

１ この達は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙につ

いては、当分の間、これを修正した上使用することができる。 

附 則（令和５年３月２７日達第２１－１３－１２号）  

この達は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２７日陸上自衛隊達第２１－１３－１３号）  

この達は、令和６年４月１日から施行する。 

 



別紙第１（第５条関係） 

発 簡 番 号   

           殿                                         年  月  日   

任免権者           

事務官等の選考による採用計画申請書 

採用予定

部 隊 

採 用 予 定 

官 職 級 

職 務 の 

内 容 

選考基準（職務遂行
に必要な知識能力又
は経験） 

選 考 
予 定 
時 期 

採 用 
予 定 
時 期 

採 用 
予 定 
人 員 

採用予定官職の俸
給表 採用予定職種 

備   考 
定数 現員 過欠

員 定数 現員 過欠
員 

              

寸法：日本産業規格Ａ４   

 注：１ 定数、現員、過欠員欄は、採用予定年月日現在とする。 

   ２ 任免権者が陸上幕僚長である部隊等にあっては、当該部隊等の長が申請する。 



 別紙第２（第１１条関係） 

 

 

 

 
 

 

 

 

　次のような写真を、その裏

面に氏名を記入し、はがれな
いように貼ってください。

・申込前６箇月以内撮影

・脱帽、上半身、正面向き
・縦４㎝、横３㎝程度
・本人と確認できるもの

（表）

事　務　官　等　応　募　票

（裏）

（１）日本の国籍を有しない者

（２）自衛隊法第３８条第１項の規定により防衛省職員となることができない者

年 月まで

　　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　（自署）

　　○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　　○ 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　　○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者　

資格免許等（取得年月）

　　　私は、次の各号のいずれにも該当しておりません。また、この応募票のすべての記載事項は事実に相違ありません。

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

職　歴：勤務先 部　・　課　名 職　務　内　容 在　職　期　間
年 月から

卒業 ・ 修了

□来年３月

卒業・修了見込

□来年３月

卒業・修了見込

□平成　　年 □来年３月

卒業 ・ 修了 卒業・修了見込

□平成　　年

年 月まで

月から

年 月から

年

月から

年

年 □平成　　年

月まで

年

年 月から

月まで 卒業 ・ 修了

□平成　　年

□中　退　

（　　）年在

□中　退　

□中　退　

（　　）年在

注：１　記入事項に不正があると受験が無効になる場合があります。

　　２　記入に当たっては、青又は黒のボールペンを用い、※印欄を除くすべての欄に漏れなく楷書で記入してください。

　　　なお、数字は算用数字を用い、該当する□の中にはレ印を記入し、その他は○で囲んでください。

（ふりがな）

年 月まで 卒業 ・ 修了

その前

（　　）年在

□来年３月  □

□中　退　 □

（　　）年在

 □

卒業・修了見込

 □

（携帯電話）TEL　　　　　－　　　　　－　　　

現 住 所

電話番号（市外局番から）

（同居先　　　　　　　　　　　　　方）［郵便番号　　　　　　－　　　　　　］

（　　 　歳）日

生年月日・年齢

年 月

（自　　宅）TEL　　　　　－　　　　　－　　　

その前

性　別 写　　真
※受験番号

男 ・ 女
受験希望地

（ふりがな）

氏 名

電話番号（携帯電話含む）TEL　　　　　－　　　　　－

上記以外の連絡先

本人との関係

　　３　記入を誤った場合は、二重線で抹消し、その欄の余白に記入してください。

学部・学科（研究科・専攻・課程・類・コース）名

住 所

在学期間 卒 ・ 卒 見 の 別
現在（最終）

（３）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

［郵便番号　　　　　　－　　　　　　］

　　４　「上記以外の連絡先」欄は、本人に連絡がとれない場合に使用するものです。記入にあたっては任意に記入してください。

（ふりがな）

氏名

その前

学　歴：学校名

昭和

平成

令和



別紙第３（第１１条関係） 

 
 

発 簡 番 号 

年  月  日 

 

       様 

 

採用選考実施担当官    

 

選 考 採 用 試 験 通 知 書              

 

 下記のとおり試験を行います。 

 

 

記 

 

 

１ 日 時 

 

２ 場 所（受付場所等詳細に） 

 

３ 試験の方法 

 

４ 携行品 

 

５ その他（留意事項等） 

 
受験

番号 
  

 

 （試験日に、この通知書を受付に提示してください。） 

寸法：日本産業規格Ａ４  

 



別紙第４（第１２条関係）

年　　月　　日

部隊等名　　　

区　　分

氏 　名

寸法：日本産業規格Ａ４

選　　考　　結　　果　　一　　覧　　表

職種 受験
番号

参　　考　　事　　項

生年月日

（年齢）

学　歴

（卒年次）

資　格

免　許

備　　　考
身体

検査

実地

試験

総　　合

序列 合否

選　　考　　の　　結　　果

筆記試験

教養

科目

専門

科目

得点

計

口述

試験



別紙第５（第１３条関係）

年　　月　　日　作成

寸法：日本産業規格Ａ４

俸給表
別　級

受験
番号

採否の
決　定

試 験 等 成 績

筆　記

教養 専門
口述 身体

順位 最終学歴 資格免許 現　住　所
氏　　　名
（生年月日） 実地

選　考　採　用　候　補　者　名　簿

備　　　　　考
（採用予定先等）

 



 

 

別紙第６（第１４条関係）

年　　月　　日

様

任免権者　　印

　今般、あなたを次により採用します。

１　採用先

２　採用年月日

　　令和　　年　　月　　日

３　官　職

４　俸給等

　　俸　　給　　　　　　円

　　地域手当　　　　　　円

　　　計　　　　　　　　円

５　出頭場所

６　出頭日時

　　　　月　　日　　時　　分まで

７　携行品

（１）　最終学校の卒業証明書

（２）　戸籍謄本

（３）　印　鑑

（４）　その他必要なもの

寸法：日本産業規格Ａ４

採　　用　　通　　知　　書

 
 



別紙第７（第１４条関係）

年　　月　　日

様

任免権者　　印

　あなたは、さきに実施した　　　　　　　　　　　　　　　の選考採用試験において

不合格となりましたので通知いたします。

寸法：日本産業規格Ａ４

選　考　結　果　通　知　書

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第８（第１４条の２関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日  

       殿 

任免権者          

事務官等の任期付採用（臨時的任用）承認申請書                    

 標記について、事務官等人事業務規則（陸上自衛隊達第２１―１３号）第

１４条の２第１項の規定に基づき、下記のとおり申請する。 

記 

１ 任用予定官職及び俸給表・級 

２ 所属部隊等・職名及び職務内容 

３ 採用（任用）予定者数 

４ 任用予定期間 

５ 任期付採用（臨時的任用）を必要とする理由 

寸法：日本産業規格Ａ４   

 注：１ 任免権者が陸上幕僚長である部隊等にあっては、当該部隊等の長が

申請する。 

２ 任期付採用（臨時的任用）を必要とする理由には、配置替えその他

の方法によって任用予定官職の業務を処理することが困難な理由も記

入する。 



別紙第９（第１７条関係） 
事  務  官  等  昇  格  上  申  書 

        職（ ）    級へ                                                            部隊名           

一 

 

連 

 

番 

 

号 

 

 

 

 

 

列 

 

級 別 定 数 

現 官 職 名 

（発令年月日） 
官名 

氏    名 

（個人番号） 

生 年 月 日 

（年  齢） 

最終学歴 

（卒年月） 資格免許等 

（取得年月

日） 

基準学歴 

基礎学歴 

（卒年月） 

級別資格基準 
 

人 事 評 価 

現  級 

号  俸 

（発令年月日） 

昇 格 後 の 

級 号 俸 

転居の 

可否 
備 考 

 

部 隊 等 名 

（部課（科）名） 

 

職名等 

（級） 
経験年数 在級年数 

能力評価 

そ の 他 

学  歴 業績評価 
必要 実 必要 実 

             
 

    

 

 

 
            

  
       

             
 

    

 

 

 
            

  
       

             
 

    

 

 

 
            

  
       

             
 

      

 
            

  
        

             
 

    

 

 

 
            

  
       

 
            

 
      

 
            

  
        

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 注： 人事評価欄は、次の各号により記入するものとし、その細部要領については別に示す。 

     １ 能力評価：人事評価に関する訓令第４条第３項に規定する人事評価の能力評価の全体評語 

     ２ 業績評価：人事評価に関する訓令第４条第４項に規定する人事評価の業績評価の全体評語 



別紙第１０ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第１１（第１７条関係） 

 
 

 

 



別紙第１２（第１８条関係） 

特別の場合の昇格上申（申請）書 

部隊等名           

上申 

昇格級 

所 属 

部 隊 等 名 

(部課(科)名) 

現 級 
(発令年月日) 

官名 

氏  名 

生年月日 

（年齢） 

採 用 

年月日 

経 験 

年 数 

在 級 

年 数 

最終学歴 

学部科名 

（卒年次） 

現官職名 

人事評価 
昇格 

期日 

備   考 
(昇格後の

処遇等) 現 号 俸 
(発令年月日) 能力評価 業績評価 

 
         

 
 

 

  

 
         

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

              
 

         
 

 
 

 

 昇格事由の詳細 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：人事評価欄は、次の各号により記入するものとし、その細部要領については別に示す。 

  １ 能力評価：人事評価に関する訓令第４条第３項に規定する人事評価の能力評価の全体評語 

  ２ 業績評価：人事評価に関する訓令第４条第４項に規定する人事評価の業績評価の全体評語 

 

 

 



別紙第１３ 削除 



別紙第１４（第２４条関係） 
  

            殿                                        発 簡 番 号 

                      事  務  官  等  昇  任  等  上  申  書          年  月  日  

  （異動希望年月日）                                          部 隊 等 の 長         
所 属 
部隊等名 

（発 令
年月日） 

職 務 名 

（発 令
年月日） 

ポスト

の 級 

 

予 算 

職 名 

官 名 

級 

 

（発令
年月） 

氏 名 

（個 人
番 号） 

生年月日 

（年齢） 

採 用 

年月日 
現 任 

 

教 養 

人事評価 異動希望先 

異動理由 備  考 
試 験 

区 分 

能力評価 地域又
は部隊
等名 

職域又 

は職務 
業績評価 

      
   

    
      

      
   

    
      

      
   

    
      

 注：１ 上申書は、行（一）４級以上と行（一）３級以下に区分し別葉とする。              寸法：日本産業規格Ａ４ 
   ２ 年齢は、異動希望日現在の満年齢を記入する。 
   ３ 試験区分は、Ⅱ種・中級（行政）・一般大（行政）等合格年度の例により記入する。 
   ４ 現任教養は、研修等の修了者、事務官等上級管理課程、事務官等管理課程及び特技課程の修了者について記入する。 
     例：内上級（修了年度）、上級管理（修了年度） 

  ５ 人事評価欄は、次の各号により記入するものとし、その細部要領については別に示す。 

   (1) 能力評価：人事評価に関する訓令第４条第３項に規定する人事評価の能力評価の全体評語 

   (2) 業績評価：人事評価に関する訓令第４条第４項に規定する人事評価の業績評価の全体評語 

６ 異動希望先及び異動理由については、本人の資質及び将来の伸展性を踏まえ、部隊等の長が記入する。 

   ７ 特に要望がある場合は、備考欄に記入する。 



別紙第１５（第２５条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第１６から別紙第１９まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



別紙第２１（第３１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１　「評価者の意見」において、１及び２以外の意見については、３を○で囲み、特記事項に必ず具体的な意見を記入する。

　　２　欄内に記入できない場合には、付紙を添付する。

　　３　この調査書は、記載後「個人情報（注意）」とする。

2 当分の間、現職務とする。

特記事項

家庭事情、本人の健康状態及び人事上の意見、提案、希望等、自由に書いてください。

家庭事情及び

その他の意見

評
価
者
の
意
見

1 本人の異動希望に同意する。 3 その他 官　　職　　氏　　名

生活の拠点と
な る 住 所

〒（ ） 最
寄
駅

線 駅

交通手段等 分

家
 
族
 
状
 
況

続　柄 生年月日 年齢 職業・学年等 健康状態 同・別居 現　住　所（同居者は不要）

指 定 職 域 主 従 変更等希望職域 主 従

入 校 等 希 望 １ ２ ３

希望職務等

６１歳以降の異動希望

（５５歳以上のみ）

勤務形態等 ６１歳 ６２歳

勤務地希望

６３歳 ６４歳 ６５歳

５　年　先

部隊等
異 動 希 望

（６０歳まで）

項 目 翌　年　度 ２　年　先 ３　年　先 ４　年　先

職務等

翌  年  度
異 動 希 望

（６１歳以降の異動希望も

該当がある場合記入）

管理ブロック内外に係る翌年度異動希望（管理ブロック又は変更を希望したブロック内での広域異動可否）

翌年度希望区分 理由（「管理ブロック外へ異動希望」又は「どのブロックでも可」とした場合）

項 目 第　１　希　望

職務等

第　３　希　望

部隊等

離島勤務希望

第　２　希　望

その他の中央機関（陸幕等）の勤務希望

部局間異動（中央機関を除く。）希望

勤務可能な地方ブロック 勤務希望を有する機関、地域

異動可能範囲

管理ブロック
（新規以外は昨年同一）

管理ブロックの変更希望（ある場合のみ記入）
管理ブロック内の広域異動可否（管理ブロックの変更を希望
する者は、変更後のブロック内での可否） 転居時

赴任区分

変更ブロック 変更理由 広域可否 否の場合の理由・事情等

本省内部部局の勤務希望

回
）

（通　算 年

（ ）

（ ）

過去の転居
異動

通算
回数

）

駅

（内単身 回 ）
（新しい順に記入） （ ）

（

（ ）

過 去 の 経 歴

）

居住
状況

ふりがな

部　隊　等　名 （所属年月） 転居の有無 赴任区分
語学
資格

最寄駅
線

現住所

〒（ ）

（

分

）

（

（

級

）

頭文字
（発令年月日）

生年月日(年齢)・性別

試験

区分等

（個人番号） （ ）

赴任
区分

氏　　名

令和 6 年度 事 務 官 等 経 歴 管 理 調 査 書 （ ．　．

転居
職　　名 （

）

現在）

採用
年月日

官名

現所属
部隊等名



別紙第２２（第３３条関係）

発　簡　番　号

年　　月　　日

殿

部隊等の長

寸法：日本産業規格Ａ４

入　　　校

学校名
課程名
(期間)

職　　　名
（発令年月日）

官名
俸 給 表 級
(発令年月日)

氏　　　名
(個人番号)
(生年月日)

学　　歴
(卒年次)

資 格 免 許
(取得年月日)

主要官職名
（期間）

入　　　　校　　　　上　　　　申　　　　書

健康状態 所属長所見
所　　属
部隊等名



別紙第２３（第３４条関係）

発　簡　番　号

年　　月　　日

殿

部隊等の長

課　程　名：

入校年月日：

寸法：日本産業規格Ａ４

注：給与の参考事項欄には入校直後の給与支給日に支給を要する職員諸手当の額若しくは期末手当、勤勉手当の勤務状況等給与の支給又は人件

　費の積算上必要な事項を記入する。

所属部隊等名

（職　　務）

級

（発令年月日）

号　　　俸

（発令年月日）
官　名 氏　　　　　　　　名

扶 養 親 族

及び手当額

給 与 支 給

依頼の有無

入　　　校　　　予　　　定　　　者　　　名　　　簿

給与の参考事項 健康状態



別紙第２４（第３６条関係） 

           殿                                    発 簡 番 号  

年  月  日 

部隊等の長          

 

入 校 者 推 薦 上 申 書                      

（事務官等
管 理
上級管理

課程） 

（有資格者総数  名） 
 

推薦

順位 

部隊等名 

（部課（科）名） 

現官職名 

（発令年月日） 
官名 

氏 名 
(個人番号)
生 年 月 日 
（ 年 齢 ） 

最終学歴 

(卒年次 ) 

現  級 

（発令年月日） 

在級 

年数 

人事評価 

異動の

可否 
備考 能力評価 

業績評価 

  
（     ） 

      
   

  
      

  
（     ） 

      
   

  
      

              

          
              

  
（     ） 

      
   

  
      

寸法：日本産業規格Ａ４  

記入要領：１ 入校者推薦上申書は、課程別（課程名中、該当しない課程名を＝で消す。）に作成する。 

     ２ 人事評価欄は、次の各号により記入するものとし、その細部要領については別に示す。 

     (1) 能力評価：人事評価に関する訓令第４条第３項に規定する人事評価の能力評価の全体評語 

     (2) 業績評価：人事評価に関する訓令第４条第４項に規定する人事評価の業績評価の全体評語 

     ３ 異動とは、住居を異にする異動をいう。 

     ４ この上申書は、記載後「個人情報（注意）」とする。 
 



別紙第２５（第３７条関係） 

 

昇 給 上 申 者 一 覧 表 

 

 

 １ 昇給権者が陸上幕僚長である場合 

 

所 属 部 隊 等 昇 給 上 申 者 

陸上幕僚監部 部長、監察官、法務官及び警務管理官 

陸上総隊司令部、システム通信

団、中央情報隊、国際活動教育

隊 

陸上総隊司令官 

方面隊、補給処、自衛隊地方協

力本部及び陸上幕僚長の監督を

受ける自衛隊地区病院 

方面総監 

防衛大臣直轄部隊 防衛大臣直轄部隊長 

教育訓練研究本部 教育訓練研究本部長 

学校 学校長 

補給統制本部 補給統制本部長 

自衛隊中央病院 自衛隊中央病院長 

 

 

 ２ 昇給権者が陸上幕僚長以外である場合 

   各昇給権者は、昇給権者たる部隊等の長の直近下位の部隊等の長を上 

申者として指定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第２６ 削除 



別紙第２７（第３９条関係） 

（表） 

認識（個人）番号  昇 給 記 録 カ ー ド             頭文字  

氏     名 生 年 月 日 入 隊 年 月 日 階級・官名（級） 
所 

属 

年月日    

    
部隊名 

   

   

昇 格 記 録 優  良  昇  給 復職時の調整・俸給の訂正 勤勉成績率の状況 昇 給 延 伸 記 録 
備 考 

階級(級) 年月日 年月日 区分 資格 号俸（短縮期間等） 年月日 摘要 区分 部隊名 年月日 年月日 事由 摘要 

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 ・ ・ ・ ・    ・ ・    ・ ・ ・ ・    

 年 年 年 年 年 

昇 
 

給 
 

記 
 

録 

月 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 

号  俸                                 

発令区分                                 

年 年 年 年 年 

月 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

号  俸                                 

発令区分                                 

寸法：日本産業規格Ａ４   



 

氏名                          （裏） 

昇 
 

 

給 
 
 

記 
 
 

録 

年 年 年 年 年 

月 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 

号  俸                                 

発令区分                                 

年 年 年 年 年 

月 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

号  俸                                 

発令区分                                 

年 年 年 年 年 

月 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月 

 

号  俸                                 

発令区分                                 

年 年 年 年 年 

月 
１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

１
月 

 
４
月 

 
７
月  

 
10
月  

号  俸                                 

発令区分                                 

寸法：日本産業規格Ａ４   

 注：１ 採用時から現在までの昇給状況を記入する。 

   ２ 頭文字欄、特別昇給欄、復職時の調整・俸給の訂正欄は、朱書きする。 

   ３ 所属欄、階級（官名・級）欄は、最新の異動年月日、官名、俸給表及び級を鉛筆書きする。 

   ４ 昇格記録欄、復職時の調整・俸給の訂正欄は、昇給記録に関係のある事項を記入する。 

   ５ 優良昇給欄は、「特」又は「優」を付記する。 

   ６ 勤勉成績率の状況欄は、成績率の区分（乙以上）、部隊等名及び受給年月日を記入する。 

   ７ 昇給延伸記録欄の年月日は昇給延伸及び昇給区分（可・否）となった年月日を、事由欄には病休、懲戒処分等の理由を、摘要欄には延伸の対象となる病気休暇の期間及び懲

戒処分年月日を記入する。 

   ８ 昇給記録欄は次のように記入する。 

    (１) 号俸は、昇給号俸又は昇格時に決定された号俸を記入し、俸給切替えについては、切替えに伴う号俸及び経過月数を記入する。また昇給が延伸された者については、延伸

と記入する。 

    (２) 俸給の切替え及び特別昇給については、朱書きする。 

   ９ 発令区分欄は、昇給（昇給区分（特・優・良・可・不））、昇格、俸給訂正及び復職時調整等必要な事項を記入する 

※ 防給法施行令第６条の 14 第１項に規定する昇給の区分について 

  「特」・・・勤務成績が極めて良好である職員（第１号） 

  「優」・・・勤務成績が特に良好である職員（第２号） 



  「良」・・・勤務成績が良好である隊員（第３号） 

  「可」・・・勤務成績がやや良好でない隊員（第４号） 

  「不」・・・勤務成績が良好でない隊員（第５号） 



別紙第２８ 削除 

 

 

 



別紙第２９（第４３条関係） 

 

特別な場合の昇給の上申項目等 

 

１ 所 属 

 

２ 俸給表・級（発令年月日） 

 

３ 現号俸（発令年月日） 

 

４ 氏 名 

 

５ 生年月日 

 

６ 採用年月日  

 

７ 昇給号俸数 

 

８ 上申理由 

 

９ 勤務成績 

 

10 賞罰（内容、年月日） 

 

11 過去１年間の病気休暇（期間） 

 

12 公務災害による場合は公務災害として認定された日 

 

13 その他参考事項  

 

 

 

 (1) 上申理由は具体的に記載する。 

 (2) 勤務成績については、人事評価訓令第６条第１項の規定にする全体評語 

及び考慮事項を記載する。 

 (3) 公務死亡による場合は、公務災害補償通知書を添付する。 

 

 

 

 

 



別紙第３０（第４４条関係） 

     殿                                                  発 簡 番 号 

 年 月 日 

休（復）職上申書 

部隊等の長    

 下記のとおり、事務官等の休（復）職を上申する。 

所属部隊等名   定数の有無  

官 名  氏 名   所属長の意見及び副申 

現 俸 給 表 

級 号 俸 

 生年月日 

（年齢） 

  

官職・氏名（自署）                      

休（復）職理由  

  

傷 病 名   

官職・氏名（自署）                      

病気休暇開始年月日 令和   年   月   日  

休職を発令すべき期間 

（月   数） 

令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 

 

復職を発令すべき年月日 令和   年   月   日  

官職・氏名（自署）                      

既 往 休 職 期 間 

（月  数） 

令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 

 

療 養 先   

給 与 支 給 基 準   

  寸法：日本産業規格Ａ４  

添付書類：診断書 

 



別紙第３１（第４５条関係）

　　　　２　退職事由等欄の該当する番号を○で囲む。

就職年月日 年　　月
官　職           　 氏　名（自署）

寸法：日本産業規格Ａ４

注　：　１　本人の直筆記入とする。

扶養家族の状況

転
職
先
の
状
況

勤 務 先 名
官　職           　 氏　名（自署）

所　在　地

地 位 職 名

退職希望年月日
  1　収入が少ないため。
  2　勤務環境が適しないため。
  3　職務に対する不満のため。
  4　昇格等人事管理に対する不
   満のため。
  5　上司に対する不満のため。
  6　勧告されたため。
  7　健康上のため。
  8　結婚のため。
  9　家事従事のため。
 10  出産又は育児のため。
 11  その他

 1　学校に入学する。
 2　地方公務員になる。
 3　公共企業体の職員になる。
 4　政府関係機関の職員になる
 5　民間における企業団体等の職員
  になる。
 6  個人企業に従事する。
 7　自由業に従事する。
 8　その他
　　　　（　　　　　　　　）

現 官 職 名

退 職 理 由   （ 詳 細 に ）

所属長等の意見及び副申

下記のとおり退職を承認されたくお願いする。

俸給表・級 号　　　俸  退職後の住所

入隊年月日
生 年 月 日
(年　　齢)

Ａ　退職の理由 Ｂ　退職後の就職等

退　　　　職　　　　願

　　　　　　　　　　殿

令和　　　年　　　月　　　日

所属部隊等名 官名　　　　　氏名（自署）　　　　　 　 　

退

職

事

由

等



別紙第３２（第４６条関係） 

分限免職（降任）上申（申請）書 

 

  １ 被処分者 

    所属      級     氏名          個人番号 

  ２ 本 籍 

  ３ 現住所 

  ４ 所轄警察署 

  ５ 家族の状況 

  ６ 入隊年月日 

  ７ 免職適用条項 

  ８ 免職理由 

  ９ 過去における規律違反及び懲戒処分 

 １０ 平素の勤務状況 

 １１ その他の参考事項 

 添付書類 ： 医官又は医師の診断書（自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第 

４２条第２号の場合） 

寸法：日本産業規格Ａ４   

 注：１ 本籍は、被処分者の本籍を記入する。 

   ２ 所轄警察署は、被処分者の所轄警察署を記入する。 

   ３ 家族の状況は、氏名・続柄・年齢・職業及び生活程度を記入する。 

   ４ 入隊年月日は、被処分者の入隊年月日を記入する。 

   ５ その他の参考事項は、平素の指導状況及びその他参考となる事項を記入する。 

   ６ 精神病者の免職の場合は、診断書を作成する医官又は医師は２名以上（このう

ち１名は精神科医官とし、やむを得ない場合は委託精神科医師とする。） 
 


